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第　 2 1 　号

　　　熊本県手数料条例等の一部を改正する条例の制定について

　熊本県手数料条例等の一部を改正する条例を次のように制定することとする。

　　令和 7年 2月 1 9 日提出

� 熊本県知事　木　村　敬　　　

　　　熊本県手数料条例等の一部を改正する条例

　（熊本県手数料条例の一部改正）

第 1条　熊本県手数料条例（平成 1 2 年熊本県条例第 9号）の一部を次のように改正する。

　　第 2条第 1項第 4 8 3 号及び第 4 8 4 号を次のように改める。

　　（483）及び（484）　削除

　第 2条第 1項第 5 8 2 号の 1 1 イ（ア）中「 1， 0 0 0 円」を「 2， 0 0 0 円」に改め、

同号イ（イ）中「 2 0 0 円」を「 4 0 0 円」に改め、同項第 6 5 2 号ウ中「 7 2 ， 3 8 0

円」を「 7 2 ， 4 1 0 円」に改める。

　第 3条の表中「、第 4 1 2 号及び第 4 8 3 号（自動車の保管場所の確保等に関する法

律第 4条第 1項ただし書の規定による通知を行ったときの保管場所標章の交付に係る部

分を除く。）」を「及び第 4 1 2 号」に改める。

　別表第 2 7 化学分析の項中「 1， 9 0 0 円」を「 2， 0 0 0 円」に、「 2， 4 4 0 円」

を「 2， 5 0 0 円」に改め、同表化学及び物理試験の項中「 2， 7 6 0 円」を「 2， 7

7 0 円」に、「 3 0 ， 0 3 0 円」を「 3 1 ， 5 0 0 円」に改め、同表食品試験の項中「

3 0 ， 4 5 0 円」を「 3 0 ， 5 0 0 円」に、「 1 9 ， 9 8 0 円」を「 2 0 ， 0 0 0 円」

に、「 4， 5 1 0 円」を「 4， 5 5 0 円」に、「 4 8 ， 7 9 0 円」を「 4 9 ， 0 1 0 円」

に、「 1 2 ， 6 7 0 円」を「 1 2 ， 7 5 0 円」に、「 2 3 ， 9 9 0 円」を「 2 4 ， 0 0

0 円」に改め、同表機械試験の項中「 9， 0 9 0 円」を「 9， 0 0 0 円」に、「 1， 0

5 0 円」を「 1， 0 6 0 円」に、「 6， 5 2 0 円」を「 6， 7 5 0 円」に改め、同表金

属分析の項中「 2， 3 3 0 円」を「 2， 4 0 0 円」に、「 5， 4 8 0 円」を「 5， 9 0

0 円」に改め、同表金属試験の項中「 1， 2 5 0 円」を「 1， 2 4 0 円」に、「 2 0 ，

0 8 0 円」を「 2 0 ， 0 5 0 円」に、「 1 2 ， 6 0 0 円」を「 1 2 ， 6 5 0 円」に改め、

同表窯業試験の項中「 1， 4 9 0 円」を「 1， 5 0 0 円」に、「 8， 2 8 0 円」を「 8，

4 7 0 円」に改める。

　別表第 2 8 農産物及びその加工品の項中「 2， 9 8 0 円」を「 2， 9 9 0 円」に、「

1 9 ， 9 8 0 円」を「 2 0 ， 0 0 0 円」に、「 1， 9 6 0 円」を「 1， 9 7 0 円」に、

「 5， 7 1 0 円」を「 5， 8 0 0 円」に、「 6， 0 4 0 円」を「 6， 0 5 0 円」に改め

る。

　（熊本県手数料条例の一部を改正する条例の一部改正）
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第 2 条　熊本県手数料条例の一部を改正する条例（令和 6年熊本県条例第 4 3 号）の一部

を次のように改正する。

　別表第 3 1 備考 2の改正規定中「 1 5 0 円を、」を「準中型自動車免許に係る教習指

導員審査については 1 5 0 円」に、「 2 0 0 円を、」を「準中型自動車免許に係る教習

指導員審査については 2 0 0 円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 7年 4月 1日から施行する。ただし、第 2条の規定は、公布の日か

ら施行する。

　（経過措置）

2　この条例の施行の際現にされている申込みに対する改正前の熊本県手数料条例第 2条

第 1項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。

　（熊本県収入証紙条例の一部改正）

3　熊本県収入証紙条例（昭和 3 9 年熊本県条例第 2 4 号）の一部を次のように改正する。

　　別表第 1手数料の項第 4 3 4 号及び第 4 3 5 号を次のように改める。

　　 434 及び 435 　削除

　（提案理由）

　自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和 3 7 年法律第 1 4 5 号）の一部改正等に

伴い、手数料の規定を整備する必要がある。

　これが、この条例案を提出する理由である。


